
※裏面を掲示用としてご活用ください。 

 

令和８年６月２日 

 

保護者 様 

宇 治 田 原 町 教 育 委 員 会 

宇治田原町維孝館中学校 

 

気象警報等（警戒レベル）発表時の対応について（改訂） 
 

 

 平素より本町の教育活動にご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、気象庁の防災気象情報の見直しにより、令和８年５月 29 日から、大雨等に関する防災気象情

報には「警戒レベル（１～５）」が付記される新しい運用が開始されました。一方で、暴風警報や大雪警

報等については従来どおりの運用が継続されます。 

 本町においては、児童・生徒の安全確保を最優先とし、従来の「警報＝休校」の考え方を踏まえ、警

戒レベル３相当の防災気象情報（大雨等）または気象警報（暴風・大雪等）が発表された場合を基準と

して、以下のとおり対応いたします。（前回からの主な変更点は下線部となります。） 

 

記 

 

○自宅待機について 

・①午前７時の段階で、②宇治田原町に、③何らかの気象警報【レベル３〇〇警報・レベル４〇〇危

険警報・レベル５〇〇特別警報、もしくは、レベルの付記されない警報(暴風警報・大雪警報など)】

が発表されているかによって判断します。 

・上記①②③の条件全てに該当しない場合は登校させてください。 

・臨時休業になるかならないかの判断は、午前９時の段階で行います。 

 

○登校中に警報が発表された場合について 

・自宅を出発するまでに②、③の状況になれば自宅待機とします。 

⇒午前９時の段階で、その日の日程を決定し、保護者連絡アプリ等またはホームページにより保護 

 者にお知らせします。 

・自宅出発後に、②、③の状況になった場合は、気象警報の発表を確認することができないので、そ

のまま学校に向かうこととします。 

 ⇒午前９時の段階で、その日の日程を決定し、生徒に知らせるとともに保護者連絡アプリ等または 

  ホームページにより保護者にお知らせします。 

 

○登校後について 

・登校後に警報が発表された場合でも、原則として通常通り授業を行います。 

・警報が発表されても、原則としてすぐに下校することはありません。 

・給食は原則として実施します。 

 

○下校について 

・安全な状況であると判断できた段階で下校させます。 

・天候状況が回復しない場合は、回復が見込まれるまで学校待機とする場合があります。 

・安全確保が困難と判断した時は家庭に迎えをお願いする場合があります。 

 

 

 

                        

台風接近の場合のみ 

・原則的には上記項目のとおりとしますが、台風の進路予測やその規模などから判断し、警報発表

前であっても臨時休校などの措置をとる場合がありますので、台風接近時には情報収集などに留

意してください。 

 



掲示用 
 

 

警報発表時における登下校について 
（Ｒ８.６.２～） 

 

宇治田原町教育委員会 

維 孝 館 中 学 校 
 

【自宅待機】 

①午前７時現在で、②宇治田原町に、③何らかの気象警報【レベル３〇〇警報 ・ レ

ベル４〇〇危険警報 ・ レベル５〇〇特別警報、もしくは、レベルの付記されない警報

(暴風警報・大雪警報など)】 

が発表されている場合は自宅待機とする。 

 

☆午前９時までに警報が解除された場合 

→その時点で安全に留意し速やかに登校 

 

★午前９時の段階で警報発表中の場合 

→臨時休業 

 

 

【登校中】 

・自宅出発までに警報が発表されたら自宅待機とする。 

・自宅を出発した後は警報の発表を確認できないので学校に向かう。 

 

 

【登校後】 

・登校後に警報が発表された場合でも、原則として通常通り授業を行う。 

・一旦登校すれば、原則として給食は実施する。 

 

 

【下校時】 

・安全な状況であると判断できた段階で下校させる。 

・天候の状況が回復しない場合は、最終下校時間まで学校待機とする場合がある。 

・安全確保ができない場合は家庭の迎えをお願いすることがある。 

 

 

 注意事項 
※１  警報が発表されても、原則としてすぐに下校することはありません。 

※２  台風が接近している際の判断は別途行います。 

※３  台風接近時など気象状況に不安がある場合はその動向に留意してくだ

さい。 

 


